
  

 

 

 

 

 青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 
 
１ 制定理由 

今年度末に予定している青森駅西口駅前広場の供用開始に伴い、青森駅西口駅前広場に整
備している自動車駐車場について、「名称」及び「位置」、「供用時間」、「駐車料金」等の必要
事項を定めるため、条例の一部を改正する条例を制定する。 

 

 

２ 青森駅西口駐車場の概要 
  
（１）利用目的 

青森駅の自動車乗降のための接車機能を備えた駐車場 
   
（２）名称及び位置 

名称：青森市青森駅西口駐車場（※位置：青森市柳川 1丁目１３番１） 
   
（３）施設概要 

① 収容台数 
３０台（接車ます２台、駐車ます２５台、バリアフリー用駐車ます３台） 

   
② 供用時間 ※青森市青森駅前駐車場と同じ。 

午前０時から午後１２時まで（２４時間 年中無休） 
   

③ 駐車料金 ※青森市青森駅前駐車場と同じ。 
ア 最初の３０分までの駐車は「無料」 
イ 駐車時間が３０分を超え、１時間以内の場合は「３１０円」 
ウ 駐車時間が１時間を超える場合は、イの料金に１時間を超えた部分の駐車３０ 
 分までごとに「１６０円」を加算 

 

 

                       ～ 青森駅西口駅前広場（イメージパース）～ 
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令和４年１２月１４日 
都市建設常任委員会 
都市整備部都市政策課 
資 料 

議案第百四十号関係資料 



 

 
 
 

 

 

～ 青森駅西口駅前広場（平面図）～ 
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青森駅西口駐車場 台数：３０台 

（接車ます 2台、駐車ます 25台、バリアフリー駐車ます 3台） 

バリアフリー接車ます 
（１台） 

議案第百四十号関係資料 

バリアフリートイレ 

令和４年１２月１４日 
都市建設常任委員会 
都市整備部都市政策課 
資 料 



 

 

 

３ 条例の一部改正（案） 
（１）改正する条例 

青森市道路附属物自動車駐車場条例（平成２１年青森市条例第３号） 

 
（２）主な改正内容 

① 名称及び位置 
第４条の表中の「青森市青森駅前駐車場」を「青森市青森駅東口駐車場」に改め、

西口駐車場の「名称」及び「位置」を追加する。 
 
 
 

改
正
前 

第４条関係 

名称 位置 

青森市青森駅前駐車場 青森市柳川一丁目一一二番五〇 
  

改
正
後 

第４条関係 

名称 位置 

青森市青森駅東口駐車場 青森市柳川一丁目一一二番五〇 

青森市青森駅西口駐車場 青森市柳川一丁目一三番一 
     

② 供用時間 
第５条の表中の「青森市青森駅前駐車場」を「青森市青森駅東口駐車場」に改め、西

口駐車場の「名称」を追加する。 

改
正
前 

第５条関係 

名称 供用時間 

青森市青森駅前駐車場 午前零時から午後十二時まで 
  

改
正
後 

第５条関係 

名称 供用時間 

青森市青森駅東口駐車場 
青森市青森駅西口駐車場 

午前零時から午後十二時まで 

     
③ 駐車料金 

別表（第７条関係）中の「青森市青森駅前駐車場」を「青森市青森駅東口駐車場」に
改め、西口駐車場の「名称」を追加する。 

改
正
前 

第７条関係 

名称 駐車料金の額（一台につき） 

青森市青森駅前駐車場 

一 最初の三十分までの駐車 無料 
二 駐車時間が三十分を超え一時間以内の場合 三一〇円 
三 駐車時間が一時間を超える場合 前号の料金に、一時間を超え
た部分の駐車三十分までごとに一六〇円を加算した額 

 
 

改
正
後 

第７条関係 

名称 駐車料金の額（一台につき） 

青森市青森駅東口駐車場 
青森市青森駅西口駐車場 

一 最初の三十分までの駐車 無料 
二 駐車時間が三十分を超え一時間以内の場合 三一〇円 
三 駐車時間が一時間を超える場合 前号の料金に、一時間を超え
た部分の駐車三十分までごとに一六〇円を加算した額 

 

（３）施行期日 
公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 
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≪名称を改める理由≫ 
青森市青森駅西口駐車場の供用開始により、青森駅前に設置する駐車場が東口と西口の２ヶ所になることか 
ら、駐車場利用者にスムーズにご利用いただけるよう、名称を改めるもの。 

議案第百四十号関係資料 令和４年１２月１４日 
都市建設常任委員会 
都市整備部都市政策課 
資 料 



 

 

 

 

青森市道路附属物自動車駐車場条例（平成二十一年三月二十六日条例第三号）の一部改正 

                              新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条 〔略〕 第一条 〔略〕 

（定義） 

第二条 この条例において「駐車場」とは、法第二条第二項第七号に規定する

道路の附属物である自動車駐車場をいう。 

 （定義） 

第二条 この条例において「駐車場」とは、法第二条第二項第六号に規定する

道路の附属物である自動車駐車場をいう。 

第三条 〔略〕 第三条 〔略〕 

（名称及び位置） 

第四条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

青森市青森駅東口駐車場 青森市柳川一丁目一一二番五〇 

青森市青森駅西口駐車場 青森市柳川一丁目一三番一 

青森市新青森駅西口駐車場 青森市石江三丁目三番 

青森市新青森駅南口駐車場 青森市大字石江字高間一四一番一 

 

（名称及び位置） 

第四条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

青森市青森駅前駐車場  青森市柳川一丁目一一二番五〇 

〔新設〕 〔新設〕 

青森市新青森駅西口駐車場 青森市石江三丁目三番 

青森市新青森駅南口駐車場 青森市大字石江字高間一四一番一 

 

議案第百四十号関係資料 
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令和４年１２月１４日 
都市建設常任委員会 
都市整備部都市政策課 
資 料 



 

改正後 改正前 

（供用時間） 

第五条 駐車場の供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要が

あると認めた場合は、当該時間を変更することができる。 

名称 位置 

青森市青森駅東口駐車場 

青森市青森駅西口駐車場 

午前零時から午後十二時まで 

青森市新青森駅西口駐車場 

青森市新青森駅南口駐車場 

午前零時から午後十二時まで 

ただし、自動車を入場又は出場させることができ

る時間は、午前五時三十分から午後十二時までと

する。 

 

（供用時間） 

第五条 駐車場の供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要が

あると認めた場合は、当該時間を変更することができる。 

名称 位置 

青森市青森駅前駐車場  

            

午前零時から午後十二時まで 

青森市新青森駅西口駐車場 

青森市新青森駅南口駐車場 

午前零時から午後十二時まで 

ただし、自動車を入場又は出場させることができ

る時間は、午前五時三十分から午後十二時までと

する。 

 

第六条～第十二条 〔略〕 

 

第六条～第十二条 〔略〕 

（指定管理者による管理） 

第十三条 青森市新青森駅西口駐車場               及び青

森市新青森駅南口駐車場               の管理は、青森市

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成十七年青森市条

例第三十号）に基づき市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に、これを行わせることができる。 

 

（指定管理者による管理） 

第十三条 青森市新青森駅西口駐車場（以下「西口駐車場」という。）及び青

森市新青森駅南口駐車場（以下「南口駐車場」という。）の管理は、青森市

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成十七年青森市条

例第三十号）に基づき市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に、これを行わせることができる。 
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改正後 改正前 

（指定管理者が行う管理の業務） 

第十四条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。 

一 青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場の供用に関す

ること。 

二 青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場の維持管理に

関すること。 

三 その他市長が必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の業務） 

第十四条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。 

一 西口駐車場及び南口駐車場              の供用に関す

ること。 

二 西口駐車場及び南口駐車場              の維持管理に

関すること。 

三 その他市長が必要と認める業務 

第十五条～第十八条 〔略〕  第十五条～第十八条 〔略〕 
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改正後 改正前 

別表（第七条関係） 

名称 位置 

青森市青森駅東口駐車場 

青森市青森駅西口駐車場 

一 最初の三十分までの駐車 無料 

二 駐車時間が三十分を超え一時間以内の場合三

一〇円 

三 駐車時間が一時間を超える場合 前号の料金

に、一時間を超えた部分の駐車三十分までごと

に一六〇円を加算した額 

青森市新青森駅西口駐車場 

青森市新青森駅南口駐車場 

一 入場した日に出場する場合 

イ 最初の三十分までの駐車 無料 

ロ 駐車時間が三十分を超え一時間以内の場合 

二二〇円 

ハ 駐車時間が一時間を超え四時間三十分以内

の場合 ロの料金に、一時間を超えた部分の

駐車三十分までごとに一一〇円を加算した額 

ニ 駐車時間が四時間三十分を超える場合一、

〇二〇円 

二 入場した日の翌日に出場する場合一、〇二〇

円 

三 入場した日の翌々日以後に出場する場合 前

号の料金に、入場した日の翌日以後の駐車一夜

につき八二〇円を加算した額 
 

別表（第七条関係） 

名称 位置 

青森市青森駅前駐車場 

           

一 最初の三十分までの駐車 無料 

二 駐車時間が三十分を超え一時間以内の場合三

一〇円 

三 駐車時間が一時間を超える場合 前号の料金

に、一時間を超えた部分の駐車三十分までごと

に一六〇円を加算した額 

青森市新青森駅西口駐車場 

青森市新青森駅南口駐車場 

一 入場した日に出場する場合 

イ 最初の三十分までの駐車 無料 

ロ 駐車時間が三十分を超え一時間以内の場合 

二二〇円 

ハ 駐車時間が一時間を超え四時間三十分以内

の場合 ロの料金に、一時間を超えた部分の

駐車三十分までごとに一一〇円を加算した額 

ニ 駐車時間が四時間三十分を超える場合一、

〇二〇円 

二 入場した日の翌日に出場する場合一、〇二〇

円 

三 入場した日の翌々日以後に出場する場合 前

号の料金に、入場した日の翌日以後の駐車一夜

につき八二〇円を加算した額 
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